
 

平 成 2 9 年 度 

学校安全教室推進事業

交 通 安 全 教 室 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日程】平成 29 年 10 月 31 日（火） 

【会場】大阪国際交流センター 小ホール 

【主催】文部科学省・大阪府教育庁 
 

 



平成 29 年度学校安全教室推進事業交通安全教室実施要項 
 

 

１ 目 的   交通安全教育における各校の課題解決に向けて、教職員の資質と指導力の向上を図り、

各校における交通安全教育の推進に資する。 

 

２ 主 催   大阪府教育庁 

 

３ 日 時   平成 29 年 10 月 31 日（火） 14：00～16：50 

 

４ 会 場   大阪国際交流センター 小ホール 

           大阪市天王寺区上本町８丁目２番６号 

              近鉄「大阪上本町」駅 南へ４００ｍ 

              大阪市営地下鉄谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅 南東へ５００ｍ 

              大阪市営地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ケ丘」駅 北東へ５００ｍ 

 

５ 時 程 等 

時  刻 内  容 講  師  等 

13:30～14:00 受付     シミュレーター等 体験  

14:00～14:05 開会・あいさつ 大阪府教育庁  保健体育課 

14:05～15:00 講義 

「交通犯罪と被害者」（55 分） 

同志社大学 法学部  

教授  川本 哲郎  

15:00～15:25 講義 

「自転車関連交通事故防止対策」（25 分） 

大阪府警察本部 交通総務課  

自転車対策室 警部補 西村麻記 

15:25～15:35 休憩（10 分） シミュレーター等 体験  

15:35～16:00 実践発表 

「本校における交通安全の取組みについて」（25 分） 

大阪府立茨木西高等学校 

教諭  坂梨 良太 

16:00～16:50 講義 

「全国の事例から見る、自転車通学指導のススメ」（50 分）

自転車の安全利用促進委員会  

遠藤 まさ子 

16:50～17:00 事務連絡  

※当日は自転車シミュレーター体験・ＶＲを活用した自転車事故疑似体験もできますので、 

希望する方は早めに来場してください。 

  

６ 対象者    

（１）府立学校の交通安全教育担当教職員 

（２）市町村教育委員会の指導主事等及び市町村立学校園の交通安全教育担当教職員 

（３）私立及び国立の学校園の交通安全教育担当教職員 
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【講義】  

「 交通犯罪と被害者 」 

 
同志社大学 法学部  

教授  川本 哲郎  
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交通犯罪と被害者 
2017 年 10 月 31 日 

同志社大学法学部 川本哲郎 

 

１．はじめに 

 

 

２．交通犯罪 

（１） 自動車運転死傷行為処罰法 

 

 

 

（２） 道路交通法 

 

 

 

３．悪質・無謀な運転者対策 

 

 

 

 

４．犯罪の被害者 

 

 

 

 

５．おわりに 

 

学校教育の重要性 

 

 

クルマ社会の在り方    
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【資料】 

A. 自動車運転死傷行為処罰法 

＊危険運転致死傷罪（第 2条） 

 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は 15 年以下の懲役に処し、人を

死亡させた者は１年以上の有期懲役に処する。 

１ アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる 

行為 

２ その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 

３ その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 

  ４ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行

中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車

を運転する行為 

５ 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生

じさせる速度で自動車を運転する行為 

 ６ 通行禁止道路（道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により

自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが

人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。）を進行

し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 

＊準危険運転致死傷罪（第 3条） 

  １ アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそ

れがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響によ

り正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は 12 年以下の懲役に処し、

人を死亡させた者は 15 年以下の懲役に処する。 

２ 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響に

より、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転

し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させ

た者も、前項と同様とする。 

＊過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(4 条） 

＊過失運転致死傷罪（第 5条） 

＊無免許運転による加重（6条） 

B. 道路交通法違反 

   22 条 スピード違反  6 月以下の懲役又は 10 万円以下の罰金（118 条） 

   65 条 飲酒運転    2 年以下の懲役又は 10 万円以下の罰金（117 条の 2） 

                →3 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金（2001 年） 

                 5 年以下    100 万円      （2007 年）  

車両等提供罪、酒類提供罪、要求・依頼同乗罪（2007 年） 
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【講義】  

「 自転車関連交通事故防止対策 」 

 
大阪府警察本部 交通総務課  

自転車対策室 警部補  西村 麻記 
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【ＭＥＭＯ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実践発表】 

「 本校における交通安全の取組みについて 」 

 
大阪府立茨木西高等学校 

教諭  坂梨 良太 
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【ＭＥＭＯ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講義】  

「全国の事例から見る、 

自転車通学指導のススメ」  

 
自転車の安全利用促進委員会 

遠藤 まさ子 
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